
（別紙 10） 
新潟県における効果的な捕獲に係る市町村連携評価報告 

（効果的捕獲促進事業） 
 

１ 対象指定管理鳥獣の種類、計画の実施期間及び対象地域  

指定管理鳥獣名  ニホンジカ、イノシシ 

実施時期 令和７年９月 ～ 令和９年３月 

連携市町村名  長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、十日町市、

糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、田上町、

津南町 

事業費 9,999,000 円 

 注１：対象市町村は、協議会に参加する市町村とする。  

 注２：対象市町村の位置が分かる図を添付すること。  

 

２ 現状の指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲の目的・目標、実施状況、効果、課題等 

指定管理鳥獣捕獲等事業では、個体数を減少させるため、生息域が拡大している地

域において捕獲を実施している。管理計画の捕獲目標頭数、各捕獲事業及び狩猟の捕

獲実績等を考慮して、令和７年度はニホンジカ 100 頭、イノシシ 550 頭を捕獲目標と

した。 

 イノシシと比較して生息密度が低いニホンジカのみを対象として捕獲事業を実施し

た場合、捕獲努力に対して捕獲実績が見合わず、非効率的な捕獲となってしまう。ま

た、生息密度が低い市町村はニホンジカの捕獲にかかる経験が少ない。  

注：捕獲によって軽減・低減したい被害・密度（目的・目標）とそのために必要な捕獲数、捕獲の実施

状況、目的・目標に向けた事業の効果及び課題等を記載すること。  

 

３ 連携体制 

 

協議会の名称及び  

設立年月 

 

構成機関の名称  

 

 

役割分担 

 

新潟県指定管理鳥獣捕獲
等事業協議会  

設立：令和３年４月  

（一部改正：令和４年４
月） 

（一部改正：令和６年５
月） 

（一部改正：令和７年５
月） 

新潟県、長岡市、三条市、柏

崎市、加茂市、十日町市、糸

魚川市、妙高市、五泉市、上

越市、田上町、津南町 

市・町：地域の課題抽出  

県：委託による捕獲等 

市町・県：課題解決に向け

た検討 



 注：既に協議会規約が策定されている場合は、添付すること。  

 

４ 市町村との連携の目的・具体的な取組内容・効果等 

ニホンジカの捕獲にかかる経験が少ない市町村を含め、全県的に生息密度が高いイ

ノシシの捕獲と併せてニホンジカの捕獲を実施することで、効率的に捕獲を実施する。  

また、市町村境を跨いだ広域での捕獲を実施するため、山中でドローンによる先行

調査を実施する。  

 生息状況を隣接市町村で共有することで、市町村のニホンジカ及びイノシシ対策に

も寄与し、特に冬季はドローン調査により移動時間が短縮され、効率的な捕獲が可能

となる。 

 注：２の課題等を踏まえた市町村との連携による効果的な捕獲の目的と取組（実施場所、実施内容、捕

獲組織・体制、捕獲方法、市町村の連携方法等）、想定される効果等を具体的に記入すること。  

  

 

５ 技術の効果の検証・評価結果  

 県内の効果的な捕獲により、令和７年度は自動撮影カメラ調査により算出した RAI

はイノシシについては全県的に減少したが、ニホンジカは増加傾向となっていた。今

後は RAI のみではなく RAI と他の生息密度指標との相関から、総合的なトレンドに基

づいて必要な捕獲圧を分析し、捕獲の効果について引き続き検証する。  

注：３及び４を踏まえ、実施結果の確認方法や目的・目標に対する効果の検証・評価方法を記入するこ

と（事業終了後の評価報告においては、その評価結果を具体的に記入すること。）。  

 

 

６ その他 

 

 

 

 

 

 注１：市町村との連携に当たって、特記すべき事項があれば記入すること。  

 注２：事業終了後の評価報告において、特記事項に対するコメントがあれば記入すること。  

 


